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第 1章 序 論 

 

１ 合併の背景と必要性 

わたしたちを取り巻く社会環境や、日々のくらしは急速に変わっており、産業構造の

変化、日常生活圏の拡大、少子高齢化の進行などに対応した行政サービスが必要となっ

ています。このような時代の潮流を受け、より質の高い行政サービスを提供していくた

めには、基礎的な自治体である市や町に、より以上の権限と能力が求められています。 
 

（１）総合的・効果的な施策の展開 

地方分権の時代を迎え、国や県が市や町の仕事の細部にわたって指示する時代は終

わりました。質の高い行政サービスを提供するため、市や町はそれぞれの地域の課題

に対して、自らの考えと力で解決しなければならなくなっています。 
中核市＊１である相模原市は、保健所業務や社会福祉施設の設置許可など､政令指定

都市に次ぐ権限をもって、事務事業を総合的かつ効率的に行っています。 
城山町では､相模原市との合併により､これまで県が行っていた業務のうち中核市業

務は、新市が直接行うことになりますので、総合的に施策を展開することができます。

このように、基礎自治体として権限と責任を持って行政を進めていくことが、地方分

権の時代に相応しい自立都市の構築につながります。 
また、合併により基礎自治体としての規模が大きくなることから、地域住民が主体

となって地域の課題を解決する、いわゆる都市内分権＊２がさらに求められます。この

合併を契機として、個性あるまちづくりを実現する都市内分権が促進され、住民自治

の充実が期待されます。 
 

（２）効率的な行財政運営の推進 

城山町では、年少人口はほぼ横ばいですが生産年齢人口は減少しており、相模原市

においても年少人口は減少、生産年齢人口はほぼ横ばいという傾向を示しています。

その一方で、両市町とも老年人口は増加の一途をたどっています。また、神奈川県で

は 2009 年をピークに人口が減少に転じると推計するなど、急激な速さで少子高齢化が

進んでいます。 
税金などを負担する住民が減る一方で、保健・医療・福祉などのサービスを必要と

する人が増えることになるので、少子高齢化は将来の財政運営に深刻な影響を与える

と考えられます。 
一方、国の財政状況や三位一体改革＊３は､地方にも大きな影響を及ぼしており､国庫

補助金や普通交付税＊４などは先行き不透明であり、一層の行政改革が必要です。 
合併によりスケールメリットを生み出し、人件費＊５の削減をはじめとした、行政運

営の効率化がさらに求められています。 
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（３）生活圏の拡大と広域連携 

自動車の普及や道路網、鉄道網の整備による交通手段の発達、インターネットや携

帯電話の普及による情報通信手段の発達、経済活動の活発化などに伴い、通勤・通学

や買い物、医療など住民の日常生活の行動範囲は現在の市町村や都道府県の区域を越

えてますます広がっています。 
相模原市と城山町は、津久井広域道路の整備促進に取り組むとともに､図書施設の相

互利用、広報紙の相互掲載、消費生活相談センターにおける広域的な相談業務を行う

ほか、城山町の一般廃棄物処理事務や消防事務の委託を相模原市で受けるなどの広域

連携を行っています。しかしながら、より効率的な行政運営のため､合併を検討する必

要が生じています。 
  

２ 計画作成の方針 

本計画の趣旨、構成及び期間は次のとおりとします。 
 

（１）計画の趣旨等 

合併市町村基本計画は、「市町村の合併の特例等に関する法律」第６条に基づく法定

計画として合併協議会が策定するものであり、相模原市と城山町が合併した後の新市

のまちづくりを総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定め、これに基づいた

事業を推進することにより、新市の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に寄与すると

ともに、市民福祉の一層の向上を図るため作成します。 

 

（２）計画の構成 

本計画は、新市の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針、基本

方針に基づく具体的な施策、財政計画などを中心として構成します。 

 

（３）計画の期間 

    計画の期間は、平成１９年度から平成２７年度までの９年間とします。 
 

３ 作成にあたっての基本的な視点 

本計画は、以下の視点に基づき作成しました。 
 

（１）地域全体の将来像の考慮 

相模原市と津久井郡各町は地理的、歴史的に一体感が強く、図書施設の相互利用や

広報紙の相互掲載などの広域的な連携を行ってきました。また、相模原市と藤野町は

県知事への合併申請を行っており、平成１９年３月１１日を合併の期日として手続が

進められています。 
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こうした経緯や状況を踏まえて、本計画は相模原市と合併する予定の藤野町を含め

た１市２町を一体の地域として捉え、地域全体の将来像や、まちづくりのあり方を考

慮した上で作成しました。 
 

（２）各市町の地域資源の活用とまちづくりの継承 

各市町の持つ地域資源を活用し、それぞれが取り組んできたまちづくりを基本的に

継承するという考え方に立ち、各市町の総合計画を反映し作成しました。 
 

（３）相模原市と津久井郡各町の合併に関わるまちづくり計画との整合 

相模原市と津久井郡各町との合併に関しては、これまでに相模原・津久井地域合併

協議会（任意）による「相模原･津久井地域 まちづくりの将来ビジョン」、相模原市・

津久井町・相模湖町合併協議会による「新市まちづくり計画」、相模原市・藤野町合併

協議会による「相模原市・藤野町合併基本計画」という３つのまちづくりの計画が作

成されています。 
本計画は、これらのまちづくり計画との整合を図りました。 

 

（４）住民意見の反映 

計画作成にあたっては、住民の意見を反映させるため、案の段階から広く住民の意

見を聴取し、これを考慮した上で決定しました。 
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第２章 新市の概況 

 

１ 位置と地勢 

新市は神奈川県の北西部、東京都心から概ね 30～60km に位置しており、北部は東京都、

西部は山梨県と接しています。 

新市の東部は相模川に沿った３つのなだらかな階段状の河岸段丘からなり、これらの

段丘の間には斜面緑地が連なって、市街地の貴重な緑地としてみどりの骨格を形成して

います。相模原台地の上段では、公共交通網の充実により、利便性が高い地域として密

度の高い土地利用が進んでいます。 

新市の西部は県民の水がめである相模湖、津久井湖、奥相模湖、宮ヶ瀬湖を抱えてお

り、その周囲や相模川、道志川、串川の流域に広がる緩やかな丘陵地には、自然と共生

するみどり豊かな街並みが形成されています。また、東京都、山梨県と接する地域であ

る北西部は比較的急峻な山々が連なり、南西部は丹沢大山国定公園に指定されている森

林地帯が、標高1,500ｍを超える山々となって貴重な自然環境を形成しています。 
 

■ 位置図 
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２ 沿革 

新市の現在に至るまでの沿革は、明治 22 年の市制町村制施行に伴う「明治の大合併」

に始まり、昭和 28 年の町村合併促進法施行、昭和 31 年の新市町村建設促進法施行に伴

う「昭和の大合併」を経て、以下のとおりとなっています。 

 
■ 沿 革 

年  月 沿               革 

明治 22 年 4 月 

座間村、新磯村、麻溝村、田名村、溝村、大沢村、相原村、大野村、川尻

村、湘南村、三沢村、中野村、太井村、又野村、三ヶ木村、青山村、長竹

村、根小屋村、鳥屋村、青野原村、青根村、小原町、内郷村、千木良村、

与瀬駅が誕生 

明治 42 年 5 月 青山村、長竹村、根小屋村の３村が合併し、串川村が誕生 

大正 2 年 4 月 与瀬駅が町制を施行し、与瀬町が誕生。 

大正 14 年 1 月 中野村が町制を施行し、中野町が誕生 

大正 14 年 7 月 太井村、又野村、三ヶ木村が中野町に合併 

大正 15 年 1 月 溝村が町制を施行し、上溝町が誕生 

昭和 12 年 12 月 座間村が町制を施行し、座間町が誕生 

昭和 16 年 4 月 
２町６村（座間町、上溝町、新磯村、麻溝村、田名村、大沢村、相原村、

大野村）が合併し、相模原町が誕生 

昭和 23 年 9 月 相模原町から座間町が分立 

昭和 29 年 11 月 相模原町が市制を施行し、相模原市が誕生 

昭和 30 年 1 月 
２町２村（小原町、与瀬町、内郷村、千木良村）が合併し、相模湖町が

誕生 

昭和 30 年 4 月 

３村（川尻村、湘南村、三沢村の一部）が合併し、城山町が誕生 

１町５村（中野町、串川村、鳥屋村、青野原村、青根村、三沢村の一部）

が合併し、津久井町が誕生 

平成 15 年 4 月 相模原市が中核市に指定 

平成 18 年 3 月 津久井町、相模湖町が相模原市に合併 

          資料：相模原市史、城山町史、津久井町史、相模湖町史 
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３ 面積 

新市の面積は263.93㎢で、神奈川県の総面積（2,415.84㎢）に占める割合は約10.9％

となります。 

 
■ 面 積 

区  分 旧相模原市 旧城山町 新 市 

面 積(k㎡) 244.03 19.90 263.93 

資料：県勢要覧〔平成17年度版〕神奈川県企画部統計課 

(相模原市は旧津久井町、旧相模湖町を含みます) 

 

４ 人口・世帯 

（１）人口の動向 

   かつての急激な人口増加は見られなくなり、増加率は低下傾向にあります。 
 

■ 人口の動向 

国勢調査人口 
区  分 

昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年

人 口 484,785 536,331 591,707 635,040 669,838 690,743

伸び率 － 10.6% 10.3% 7.3% 5.5% 3.1%

資料：国勢調査（平成17年は速報値） 

 

（２）世帯数の推移 

    世帯数は人口と同様に増加してきました。増加率は低下傾向にありますが、核家族

化の進行などにより、人口ほどの低下傾向ではありません。 
 

■ 世帯数の推移 

国勢調査世帯 
区  分 

昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年

世帯数 144,078 170,915 204,927 232,256 258,803 279,537

伸び率 － 18.6% 19.9% 13.3% 11.4% 8.0%

資料：国勢調査（平成17年は速報値） 
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（３）年齢別人口構成 

年少人口、生産年齢人口は減少傾向にあり、老年人口は増加傾向にあります。 
 

■ 年齢別人口構成 

平成 17 年 年齢別人口(人) 平成 17 年 年齢別人口割合 

0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 

97,483 492,273 97,015 14.2% 71.7% 14.1% 

                          （年齢不詳は含めていない） 

資料：神奈川県年齢別人口統計調査（1月1日現在） 

  

５ 土地利用 

（１）土地利用の状況 

① 都市計画決定の状況 

新市域には、相模原都市計画区域、津久井都市計画区域及び相模湖都市計画区域

の３つの都市計画区域があります。相模原都市計画区域は、無秩序な市街化を防止

し計画的な市街化を図る「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」

に区分されていますが、津久井都市計画区域と相模湖都市計画区域は区域区分され

ていません。 

また、建物の用途や規模を定める「用途地域」の指定状況は、住居系 76.4％、商

業系 6.9％、工業系 16.7％となっています。 
 

■ 都市計画決定状況：単位（ha） 

区  分 
相模原 

都市計画区域
津久井 

都市計画区域
相模湖 

都市計画区域
合  計 神奈川県 

都市計画区域 11,030.0 5,090.0 3,159.0 19,279.0 199,652.0

 11,030.0 172,739.0

 
区域区分 11,030.0 0.0 0.0

(57.2%) (86.5%)

  6,740.0 6,740.0 93,171.0

 
市街化区域 

(61.1%) 
0.0 0.0

(35.0%) (46.7%)

  4,290.0 4,290.0 79,568.0

  
市街化調整区域 

(38.9%) 
0.0 0.0

(22.3%) (39.9%)

 8,249.0 26,913.0

 
非線引き 0.0 5,090.0 3,159.0

(42.8%) (13.5%)

6,522.7 295.0 223.1 7,040.8 95,784.4
用途地域 

(59.1%) (5.8%) (7.1%) (36.5%) (48.0%)

(※カッコ内の数字はそれぞれの都市計画区域に対する割合) 

資料：神奈川県都市整備統計年報 2004 

 (相模原市の面積は行政界変更に伴い修正しています) 
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■ 用途地域の指定状況：単位（ha） 

区  分 新   市 神奈川県 

第 1種低層住居専用地域 1,844.0 26.2% 29,246.6 30.5% 

第 2 種低層住居専用地域 18.0 0.3% 764.5 0.8% 

第 1種中高層住居専用地域 1,438.0 20.4% 15,226.0 15.9% 

第 2種中高層住居専用地域 308.8 4.4% 2,917.2 3.0% 

第 1 種住居地域 1,250.0 17.8% 16,528.0 17.3% 

第 2 種住居地域 440.2 6.2% 3,054.6 3.2% 

準住居地域 81.2 1.1% 2,570.3 2.7% 

近隣商業地域 296.4 4.2% 3,777.0 3.9% 

商業地域 189.0 2.7% 3,940.9 4.1% 

準工業地域 444.0 6.3% 6,177.0 6.5% 

工業地域 301.0 4.3% 4,885.0 5.1% 

工業専用地域 430.2 6.1% 6,697.3 7.0% 

合    計 7,040.8 100.0% 95,784.4 100.0% 

資料：神奈川県都市整備統計年報2004 

(相模原市の面積は行政界変更に伴い修正しています) 

 

② 農業地域 

新市における農業振興地域の総面積に占める割合は 15.4％で、県の 21.1％より小

さくなっています。 

また、農用地区域は 2.6％で、県の 4.8％より小さくなっています。 
  

■ 農業振興地域：単位（ha） 

区  分 新  市 神奈川県 

農業振興地域 4,065（15.4%） 50,893 （21.1%）

 農用地区域 676 （2.6%） 11,497 （4.8%）

（※カッコ内の数字は県、新市の面積に対する割合） 

資料：神奈川県土地統計資料集（平成17年3月） 
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③ 森林地域 

新市の森林地域としては、国有林、民有林、保安林＊６があります。民有林は地域

森林計画対象民有林と対象外民有林があり、保安林は国有林と地域森林計画対象民

有林に重複して指定されることがあります。 

国有林と民有林を足し合わせた面積は 13,811ha で、総面積の 52.3％を占めてい

ます。これは、県の 39.4％と比べて大きい割合となっています。 

また、保安林の指定を受けている地域の面積は、11,370ha(43.1％)であり、県の

21.2％より割合が大きくなっています。 
 

■ 森林地域：単位（ha） 

区  分 新  市 神奈川県 

国有林＋民有林 13,811（52.3%） 95,276（39.4%）

国有林 959 （3.6%） 10,861 （4.5%）

民有林 12,852（48.7%） 84,415（34.9%） 

 地域森林計画対象民有林 12,687（48.1%） 80,052（33.1%）

保 安 林 11,370（43.1%） 51,191（21.2%）

（※カッコ内の数字は県、新市の面積に対する割合） 

資料：神奈川県土地統計資料集（平成17年3月） 

 

④ 自然公園地域 

新市には、南西部に広がる丹沢大山国定公園があります。国定公園においては、

土地利用の規制の段階に応じて第１種から第３種までの特別地域と特別保護地区が

設定され、運用されています。 

県立自然公園は、県立丹沢大山自然公園、県立陣馬相模湖自然公園の２公園があ

り、土地利用の厳しい特別地域に設定されている区域があります。 
 

■ 自然公園地域：単位（ha） 

区  分 新  市 神奈川県 

国立公園 － 10,375 （4.3%）

国定公園 6,725 （25.5%） 27,572 （11.4%）

特別保護地区 375 （1.4%） 1,867 （0.8%）
 
特別地域 6,350 （24.1%） 25,705 （10.6%）

県立自然公園 2,444 （9.3%） 17,210 （7.1%）

特別地域 1,837 （7.0%） 12,672 （5.2%）
 
普通地域 607 （2.3%） 4,538 （1.9%）

（※カッコ内の数字は県、新市の面積に対する割合） 

資料：神奈川県土地統計資料集（平成17年3月） 
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⑤ 自然環境保全地域 

新市には、城山、城山湖、小倉山、茨菰山、志田山、仙洞寺山、青野原、寸沢嵐

の各自然環境保全地域があります。

 

■ 自然環境保全地域：単位（ha） 

区  分 新  市 神奈川県 

自然環境保全地域 740.5（2.8%） 11,215.9（4.6%）

 特別地区 － 16.9（0.0%）

（※カッコ内の数字は県、新市の面積に対する割合） 

資料：神奈川県土地統計資料集（平成 17 年 3月） 

 

（２）土地利用現況 

新市の土地利用の現況を見ると、山林が半分以上を占めており、その割合は 51.6％

になります。 

相模川を境に地形が大きく異なることなどから、商業・業務、工業・流通、公共施

設、交通用地などは、東部での面積割合が大きくなっています。 

 
■ 土地利用現況：単位（ha） 

区  分 新  市 神奈川県 

山 林 13,624.0 51.6% 94,913.9 39.3% 

河 川 ・ 湖 744.1 2.8% 5,131.5 2.1% 

公 園 等 872.4 3.3% 8,353.1 3.5% 

農 地 2,211.5 8.4% 27,645.3 11.5% 

宅 地 3,447.0 13.1% 41,816.1 17.3% 

商 業 ・ 業 務 580.3 2.2% 5,817.0 2.4% 

工 業 ・ 流 通 994.1 3.8% 12,900.4 5.4% 

公 共 施 設 695.4 2.6% 7,666.9 3.2% 

交 通 1,296.9 4.9% 18,680.3 7.7% 

そ の 他 1,927.3 7.3% 18,449.0 7.6% 

合 計 26,393.0 100.0% 241,373.5 100.0% 

資料：都市計画基礎調査（H12） 

(相模原市の面積は行政界変更に伴い修正しています) 
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６ 道路・交通 

（１）道路 

新市の東部における道路交通網の骨格は国道 16 号が中心となっており、これを介し

て、広域交通を担う中央自動車道（八王子インターチェンジ）と東名高速道路（横浜

町田インターチェンジ）に連携しています。また、西部には八王子方面や大月方面と

のアクセス道路となる国道 20 号、国道 413 号や厚木市方面へのアクセス道路となる国

道 412 号が走っており、国道 20 号は相模湖インターチェンジで中央自動車道と連結し

ています。 

このうち、国道 413 号は新市の東西を結ぶ交通軸になりますが、日常的な混雑が問

題となっているため、新たな交通軸として津久井広域道路の整備が計画され進められ

ています。 

また、首都圏中央連絡自動車道の一部として位置付けられているさがみ縦貫道路が

計画され、骨格的な交通を担うこととなります。 
 

■ 新市を通過する国道、主な県道 

 

資料：市町村合併に関する調査研究部会中間報告（平成15年） 

種  別 路 線 名 

 国道（高速自動車国道） 中央自動車道 

一般国道16号 

一般国道20号 

一般国道129号 

一般国道412号 

 国道（一般国道） 

一般国道413号 

県道46号（相模原茅ヶ崎） 

県道48号（鍛冶谷相模原） 

県道51号（町田厚木） 

県道52号（相模原町田） 

県道54号（相模原愛川） 

県道57号（相模原大蔵町） 

県道63号（相模原大磯） 

県道64号（伊勢原津久井） 

県道65号（厚木愛川津久井） 

県道（主要地方道） 

県道76号（山北藤野） 

- 11 - 



 

（２）鉄道 

新市域の鉄道路線としては、JR 中央本線、JR 横浜線、JR 相模線、小田急小田原線､

小田急江ノ島線及び京王相模原線があり、特に橋本駅と相模大野駅は都心と直結する

ターミナル駅となっていることから、多くの人に利用されています。 

 
■ 鉄道路線と駅 

 路線名 駅     名 

1 JR東日本中央本線 相模湖 

2 JR東日本横浜線 橋本、相模原、矢部、淵野辺、古淵 

3 JR東日本相模線 橋本、南橋本、上溝、番田、原当麻、下溝、相武台下 

4 京王電鉄相模原線 橋本 

5 小田急電鉄小田原線 相模大野、小田急相模原 

6 小田急電鉄江ノ島線 相模大野、東林間 

 
■ 平成 16 年度の１日あたりの駅別乗車人員上位５駅 

 駅 名 路 線 名 １日乗車人員 

計 94,364 

 JR 東日本横浜線、相模線 53,550 1 橋本 

 京王電鉄相模原線 40,814 

小田急電鉄江ノ島線 
2 相模大野 

小田急電鉄小田原線 
55,606 

3 淵野辺 JR 東日本横浜線 35,876 

4 小田急相模原 小田急電鉄小田原線 28,002 

5 相模原 JR 東日本横浜線 26,668 

相模原市都市交通計画課調べ 
 
（３）バス 

新市域には、主に神奈川中央交通㈱によりバスが運行されており、橋本駅、相模原

駅、淵野辺駅、相模大野駅などの各駅や、三ヶ木を起点とした路線が縦横に走ってい

ます。（神奈川中央交通㈱（グループ会社を含む）；110 系統、京王バス南㈱；３系統） 

また、旧津久井町地域には、民間バス事業者が撤退した路線や運行していなかった

地域に公営バスを走らせるなど、住民の日常交通手段の確保が図られています。（相模

原市営バス；１系統、藤野町営バスの乗り入れ；２系統） 
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７ 産業 

（１）産業別就業状況 

産業別就業者人口比を平成７年と平成 12 年で比較すると、第２次産業の就業人口の

割合が減少し、第３次産業の就業人口の割合が増加しています。 

 

■ 産業別就業人口 

国勢調査 産業別人口 

平成 7年 平成 12 年 
平成 12 年国勢調査(人) 

第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 1次 第 2次 第 3次 常住人口 昼間人口 
昼夜間
人口比 

2,797 117,598 209,301 2,259 106,164 221,690

(0.8%) (35.7%) (63.5%) (0.7%) (32.2%) (67.1%)
669,801 574,469 85.8% 

（分類不能は含まない） 
資料：国勢調査 

 

（２）農業の実態 

農業産出額は、平成15年から平成16年にかけてほぼ横ばいの傾向にあります。 

 

■ 農家戸数及び農業産出額 

平成 17 年農家戸数（戸） 農業産出額（1000 万円） 

農家戸数 うち専業 専業率 平成 15 年 平成 16 年 H16/H15 

3,140 231 7.4% 452 456 0.9% 

資料：農業センサスからみた神奈川の農業、生産農業所得統計 

 

（３）工業の実態 

製造業事業所数はほぼ横ばいですが、製造業従業者数、製造品出荷額等は増加して

います。 
 

■ 事業所数、従業者数、製造品出荷額等の現況 

製造業事業所数 
（事業所） 

製造業従業者数 
（人） 

製造品出荷額等 
（100 万円） 

Ｈ16／Ｈ15 

平成 15年平成16年平成 15年 平成16年 平成 15 年 平成 16 年
事業
所数

従業 
者数 

出荷 
額等 

1,245 1,249 38,399 39,363 1,246,123 1,333,233 0.3% 2.5% 7.0%

資料：工業統計調査 
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（４）商業の実態 

事業所数、従業者数は減少傾向にありますが、年間販売額は増加しています。 
 

■ 事業所数、従業者数、年間販売額の現況 

事業所数（店） 従業者数(人） 年間販売額（100 万円） Ｈ16／Ｈ14 

平成14年平成16年平成 14 年 平成 16 年 平成 14 年 平成 16 年
事業 
所数 

従業 
者数 

販売額

5,704 5,602 48,152 46,950 1,258,169 1,293,617 -1.8% -2.5% 2.8%

資料：商業統計調査 
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第３章 将来人口の見通し 

 

１ 総人口 

平成 17 年国勢調査速報値によると、平成 17 年 10 月１日現在の相模原市（合併前の津

久井町及び相模湖町を含む）と城山町の人口は、合計 690,743 人でした。 

新市が誕生した後も緩やかな人口増が続き、平成 27 年には約 70 万９千人になるもの

と推計されます。 

 

２ 年齢３区分別人口 

年齢階層別の将来人口の見通しを見ると、０歳から 14 歳までの年少人口、15 歳から

64 歳までの生産年齢人口はともに減少し、65 歳以上の老年人口が大幅に増加するものと

予測され、高齢社会の進行が見込まれています。 

 
■ 将来人口の推計：単位（人） 

区  分 
平成17年 

（2005年）

平成22年 

（2010年）

平成27年 

（2015年） 

総 人 口 686,808 701,612 709,144 

年少人口 
（0～14 歳）

97,483
(14.2%)

95,932
(13.7%)

91,073 
(12.8%) 

生産年齢人口 
（15～64 歳）

492,273
(71.7%)

475,573
(67.8%)

457,287 
(64.5%) 

年

齢

階

層

別 
老年人口 
（65 歳以上）

97,015
(14.1%)

130,107
(18.5%)

160,784 
(22.7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）各年１月１日。平成22年、27年はコーホート要因法＊７により推計 

平成1７年人口は年齢不詳を含むため年齢別人口の合計と総人口は一致しない 
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 年少人口 生産年齢人口 老年人口 高齢化率
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第４章 まちづくりの基本方針 

 

１ 新市の将来像 

新市は首都東京から約 30～60ｋｍに位置することから、東部では急速な都市化が進み、

首都圏における広域的な役割を担う拠点都市として発展してきました。一方、西部は相

模湖、津久井湖、奥相模湖、宮ヶ瀬湖などにより神奈川県の重要な水源地域となってお

り、丹沢大山国定公園や県立自然公園に指定されるなど豊かな自然環境を有しています。

今後は、さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備により、広域的な交流拠点としての更

なる発展の可能性が高まっていることから、東部においては様々な交流・活動の場とな

る中心市街地の活性化を図るとともに新しい拠点づくりに努め、西部においては地域特

性を活かした観光などを通じてやすらぎと憩いの場を提供していくことが必要です。 
このため、広域交流拠点としての機能の充実を図りつつ、水源地域を保全・活用し、

豊かな自然環境と共生した都市基盤の整備や産業の振興を推進することにより、自然と

産業が共存する活力ある地域として更に自立した都市づくりを進めるとともに、住民一

人ひとりが主体となり、将来にわたって安心して質の高い市民生活を実現できるまちづ

くりを目指します。 
 
 
『『   自自然然とと産産業業がが調調和和しし  人人とと人人ががふふれれああうう   

活活力力ああるる自自立立分分権権都都市市  相相模模原原   』 
  
～～  森森がが育育むむ水水のの力力  水水ががそそだだててるるままちちのの力力  

  ままちちににいいききづづくく人人のの力力 地地域域のの力力とと魅魅力力をを活活かかししたたままちちづづくくりり  ～～  

 
 
 

 
 
 
 
 

２ まちづくりの考え方 

地方分権時代にふさわしい新市を創っていくためには、合併による行政区域の拡大に

伴い、地域に根ざしたきめ細かなまちづくりを進めることが今まで以上に必要になりま

すが、都市を経営するという視点に立って、協働と分権によるまちづくりを進めるとと

もに、効率的・効果的な行財政運営を推進することが不可欠です。 
このため、市民一人ひとりが主体的にまちづくりに関わることによって、地域コミュ

ニティやまちづくりを担う多様な主体の活性化を図り、都市内分権を進めることが重要

です。また、市政の計画・実施・評価のすべての段階における市民参加を促進し、市民

のニーズが的確に反映された、市民の満足度を高める施策の展開が求められます。さら

に、民間活力の積極的な導入やＩＴ化の推進、事務事業や組織体制の見直しなど、最少

の経費で最大効果のサービスを提供していく必要があります。 
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（１）協働と分権 

市民一人ひとりが支え育て合う自立した社会を創り、誰もが住みよい地域社会の形

成を目指すため、協働と分権の視点に立ったまちづくりを進めます。このため、広報・

広聴活動の充実に努め、男女共同参画の理念を踏まえて、市民の市政への参画機会を

拡充するとともに、都市内分権を推進します。 

① 多様な主体の協働の推進 

② 市民の市政への参画機会の拡充 

③ 都市内分権による住民自治の充実 

 

（２）効率的な行財政運営 

市民一人ひとりが納得しうる質の高い市政運営を行うために、効率的・効果的な行

財政運営、職員の資質の向上、情報公開の推進、近隣市町村との連携などに努めます。 

① 持続的な都市経営を可能とする財政基盤の確立 

② 民間活力やＩＴを活用した最少経費で最大効果のサービス提供 

③ 既存事務事業の見直しと新たな行政ニーズに対応した取組の推進 

④ 適正な職員定数の管理 

⑤ 情報公開の推進 

⑥ 広域連携の推進 
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第５章 基本目標 

 
将来像を実現するため、分野別にまちづくりの基本目標を設定します。 
 
 
 
 
 

基本目標Ⅰ                      交通、都市基盤
 

人、自然、産業、文化…新しい都市の   
交流と発展を支える 質の高い交通・都市基盤をめざす  

都市の健全な発展と市民生活の利便性や快適性の向上、そして人、自然、産業、文化

など様々な交流の架け橋という観点から、骨格となる交通網の強化と質の高い都市基盤

の整備が重要となります。 
このため、さがみ縦貫道路、津久井広域道路等の早期整備を図るとともに、鉄道輸送・

バスネットワークの強化、新しい交通システムの導入等に取り組むことにより、高齢化

や日常生活圏の拡大に伴う多様な交通ニーズに対応した公共交通網の確立を目指します。

さらに、増え続ける自動車交通などを円滑に処理していくため、ＴＤＭ（交通需要マネ

ジメント）＊８施策の推進に取り組み、交通渋滞の解消に努めます。 
また、新市の核としての中心市街地や多様な拠点の形成に向けた基盤整備を図るとと

もに、水源地域の保全に向けた下水道の整備や、高度情報化に対応する情報基盤の整備、

公園等市民の憩いの場となる空間の整備、美しい都市景観の形成等を進め、快適で魅力

ある居住環境の創造を目指します。 
 

基本目標Ⅱ                        自然・環境

 
自然の豊かさを日常的に感じるまちをめざす  

新市の西部は広大な森林や清流、湖などみどり豊かな自然環境に恵まれており、神奈

川県の重要な水源地域となっています。また、自然と都市の融合や自然と人との共生を

まちづくりの基本に、日常的に暮らしの中で自然を身近に感じられるようにすることに

より、人々の自然に対する意識をより深いものとすることが求められています。 
同時に、相模川上流の水源地域からその下流にあたる都市部までが一体の地域となる

ことから、地域全体の健全な水循環を確保するための施策を総合的に行うことにより、

生態系に配慮したうるおいある水辺空間づくりを進める必要があります。 
このため、水源涵養、治水、保健休養等の森林の有する公益的な機能に配慮した保全

方策を推進するとともに、自然環境に対する意識を啓発し、河川、湖の水質の向上を図

るなど、水源地域の総合的な環境の向上を目指します。 
また、市街地周辺においても里山、谷戸が残っているほか、相模川などの水辺や斜面

林がみどりの軸を形成しており、市街地に残された貴重な平地林である木もれびの森や

都市公園、緑地としての農地などと良好なみどりを形成することにより、都市内部でも

自然を感じられるうるおいと風格のあるまちづくりを目指します。 
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さらに、限られた資源を大切にする循環型社会の形成を目指すとともに、廃棄物の適

正処理を目的とした施設整備を行うなど、環境に配慮した取組を進めます。 

 

基本目標Ⅲ                   産業、観光、土地利用
 

地域経済を支えるために生活・自然環境と調和し、   
地域特性を活かした産業創生をめざす  

新市の活力ある発展とゆとりある豊かな市民生活の実現には、多様な産業の振興と計

画的な土地利用の推進が重要となります。 
このため、新たな産業の誘致や大学・研究機関、インキュベーション＊９施設と連携し

た工業振興に取り組むとともに、生活の核となる個性的・魅力的な商店街の形成を図り

ます。 
新市の各地域の歴史・文化などをはじめとする特性を観光資源として捉え、積極的な

情報発信に努め、観光の振興を図ります。特に、水源地域では、水辺環境や貴重な動植

物が生息する豊かな自然環境を保全しながら農林業の振興を図るとともに、地域特性を

活かした観光振興などにより、都市住民が自然とふれあう場を提供します。 
また、さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備を踏まえた計画的な土地利用を進める

とともに、市街地の高度利用や農業・森林地域での適切な土地利用など、地域の状況に

応じた土地利用を図り、良好な居住環境の保全及び創造と秩序ある都市の発展を目指し

ます。 

 

基
 
本目標Ⅳ           教育･文化、保健･医療･福祉、安全･安心

心の豊かさを育み、安心して活き活きとした   
市民生活の実現をめざす  

活き活きとした安全・安心な市民生活を実現するためには、心豊かな人づくりや人に

やさしいユニバーサルなまちづくり＊１０が重要となります。 
このため、教育環境を充実し、地域固有の自然や歴史、文化などの資源を活用した体

験学習や郷土学習を通じてふるさと意識の醸成に努め、人間性豊かな教育の実現を目指

します。同時に、市民の自己実現の場としての文化活動の促進などにより、生きがいや

心の豊かさが実感できるとともに、医療機関や福祉施設と家庭、地域とが連携した保健･

医療･福祉体制を確立することにより、だれもが安心して生活できる地域社会の形成を目

指します。 
また、市街地から山間部まで、その地域特性に応じた防災･防犯対策を進め、市民が安

全に安心して生活できるまちづくりを目指します。 
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第６章 合併シンボルプロジェクト 

 
新市の一体性を確保するため、シンボルとなる次のプロジェクトを推進する必要があります。 

 

 １ 地域連結夢プロジェクト 

新市の生活や経済の活性化を支え、広

域的な交流や情報発信を進めるためのイ

ンフラ＊１１として、幹線道路の早期実現

を図るほか、鉄道網の充実に向けて津久

井地域への鉄道の延伸を促進し、新しい

交通システムの導入を検討します。これ

により、交通の利便性、快適性の向上を

推進し、新市の一体化を図ります。 
 
【主な事業】 
 骨格幹線道路の整備（さがみ縦貫道路、津久井広域道路 など） 
バスネットワークの充実 

 新しい交通システムの導入検討 
 

 
水源地域の山、川、湖などの優れた自

然や地域固有の歴史、風土を守るととも

に、人と自然が共生し文化などと親しめ

る環境を活用し市民のオアシスとなる空

間を創出します。また、都市部において

も、市民の憩いの場となる魅力ある快適

空間の創出に取り組みます。 
 
【主な事業】 
自然に親しむ空間整備事業 
（森林ミュージアム・オートキャンプ 

 ２ 市民のオアシスプロジェクト 

場・ハイキングコースの整備 など） 
伝統文化の保存活用（エコミュージアム＊１２ など）
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新市は、まち(都市部)と水源や森林など
豊かな自然を併せ持つことから、その特色

を活かして観光や産業の振興を図るため、

多様なイベントを有機的に連携させ、観光

拠点の整備を進めるとともに、特産品を活

かした地場産業の振興を図ります。 
また、豊かな自然環境や、交通の利便性

など首都圏における立地特性等を活かして、

骨格幹線道路の整備に伴う周辺土地利用の

活性化を図り、企業誘致を進めるなど、産

業創生に取り組みます。 
 
【主な事業】 

 ３ まち＋水源地＝産業創生プロジェクト 

 新たな産業の創出事業（企業立地基盤の整備と誘致、産学連携 など） 
産業と観光が連携した魅力ある観光地づくり（観光拠点整備推進事業 など） 

 
 

 
豊かな人間性を育む環境づくりを進めま

す。子どもから大人まで、あらゆる人が生

涯にわたって学習することができる機会を

提供することにより、生涯現役時代にふさ

わしい“生涯学習都市”を目指します。 
 
【主な事業】 
 生涯学習キャンパスの展開 
（(仮称)市民・大学交流センターの整備 
 など） 
生涯学習の新しいネットワークの構築 
（図書館、博物館、公民館、大学などの 

 ４ 市民キャンパスプロジェクト 

ネットワーク化） 
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全ての市民が豊かに暮らせるよう、安

全・安心なまちづくりを進めます。このた

め、保健、医療、福祉の充実を図ります。

また、地域コミュニティの強化を図り、住

民自らが地域を守るシステムを形成します。 
 
【主な事業】 
 総合的な保健・医療・福祉施策の推進 
（(仮称)北地区保健福祉センターの整 
備、特別養護老人ホーム等の整備促進 
など） 

 ５ 安全・安心ネットワークプロジェクト 

防災、消防対策の強化 
（地域防災活動の支援、消防施設の整備、防災無線整備 など） 
安全・安心なまちづくりの推進 
（安全・安心まちづくり推進体制の構築、地域防犯活動の支援 など） 

 
 

 
都市内分権（分権型社会）を実現し、 

市民や民間団体、企業など地域社会を構 
成する様々な主体の協働による、自主的、

自律的なまちづくりを目指します。 
 
【主な事業】 
 市民主体の協働によるまちづくりの推進 
（さがみはらパートナーシップ推進指  
針・都市内分権の推進、 
コミュニティ活動への支援 など） 

 

 ６ パートナーシップ＊１３・都市内分権プロジェクト 
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第７章 施策体系 

 
４つの基本目標を実現するための、各分野の施策の方向性と主な事業は次のとおりです。 

 

（１）人、自然、産業、文化…新しい都市の交流と発展を支える 質の高い交通・

都市基盤をめざす ＜基本目標 Ⅰ＞ 

① 交通 

さがみ縦貫道路、津久井広域道路等の骨格幹線道路網の早期整備を図るとともに、

鉄道輸送、バスネットワークの充実、新しい交通システムの導入等に取り組むこと

により、高齢化や日常生活圏の拡大に伴う多様な交通ニーズに対応した公共交通網

の確立を目指します。さらに、ＴＤＭ（交通需要マネジメント）施策の推進により、

交通渋滞の解消に努めます。 
また、新市内の連携を強化し、多様で活発な交流による発展を促すための骨格的

な交通網の整備を進めるとともに、自然と調和した人に優しく利便性の高い道づく

りに努めます。 
 

施  策 主 要 事 業 

骨格幹線道路網の整

備 

・ 広域幹線道路の整備促進（さがみ縦貫道路、津久井広域

道路、県道 52 号（相模原町田） など） 

・ 国道、県道の整備促進（国道 16 号、国道 20 号、国道 129

号、国道 412 号、国道 413 号、県道 46号（相模原茅ヶ崎）、

県道 48 号（鍛冶谷相模原）、県道 51 号（町田厚木）、県道

503 号（相模原立川）、県道 507 号（相武台相模原）、県道

508 号（厚木城山） など） 

・ 幹線道路の整備（（都）相原大沢線、（都）相原宮下線、

（都）橋本大通り線、（都）宮上横山線、（都）原宿山野線 な

ど） 

・ （仮称）下九沢大島線の具体化 

・ （都）宮下横山台線延伸の具体化に向けた検討 

・ 中央自動車道の整備促進（６車線化、相模湖東出口（オフ

ランプ）の改良促進） 

公共交通網の充実 

・ 広域交通ネットワークの整備（リニア中央新幹線の建設促進

及び駅の誘致 など） 

・ 鉄道網の充実（小田急多摩線及び京王相模原線の延伸の

促進、ＪＲ相模線の複線化の促進、ＪＲ横浜線・中央本線の

相互乗り入れの促進 など） 

・ ＴＤＭ（交通需要マネジメント）施策の推進事業 

・ 交通バリアフリー基本構想の推進 

・ バスのネットワークの充実 

・ 乗合バス路線維持事業 

・ バス利用促進事業の推進 
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（公共交通網の充実） 
・ バスターミナル整備事業 

・ コミュニティバスの導入検討事業 

駐車場対策 

・ 公共駐車場整備事業（小田急相模原駅北口地区） 

・ 自転車駐車場整備事業（南橋本駅） 

・ 放置自転車等対策の強化 

・ 民間自転車駐車場の整備促進（小田急相模原駅北口地区） 

新しい交通システムの
導入検討 ・ 新しい交通システムの導入検討事業 

人にやさしい道づくり 
・ 歩行者専用デッキ等の整備 

・ 交通安全施設整備事業 

 

② 都市基盤 

産業・情報基盤の整備、美しい都市景観の形成、公園整備等を進めるとともに、

水源地域の水環境の保全に向けた下水道の整備等を進め、快適で魅力ある居住環境

の創造を目指します。また、活力ある市街地と水源地域の豊かな自然とが共存する

新市においては、自然環境や文化と調和した質の高い都市基盤整備を進め、将来に

わたって市民が真に豊かな生活を享受することができるまちづくりに取り組みます。 
 

施  策 主 要 事 業 

下水道の整備推進 ・ 公共下水道整備事業 

都市緑化と公園整備

の推進 

・ 公園整備事業（相模原麻溝公園、古淵鵜野森公園、（仮

称）テクノパイル田名公園、（仮称）中央公園 など） 

・ 民有地緑化の促進（屋上緑化等助成 など） 

・ 緑道ネットワーク化事業 

良好な住まいづくりの

推進 

・ 住環境保全･形成支援事業 

・ 地区計画や建築協定等の促進 

・ 街づくり活動推進条例の推進 

美しい都市景観の形

成 

・ 都市景観形成基本計画の推進（景観計画の策定） 

・ 屋外広告物等の規制、誘導 

・ 優良建築物等整備事業（橋本６丁目Ｄ地区） 

高度情報化基盤の整

備推進 
・ 情報基盤の整備 

住宅対策 
・ 市営住宅の整備（田名塩田団地、南台団地 など） 

・ 市営住宅の改善 

 

（２）自然の豊かさを日常的に感じるまちをめざす ＜基本目標 Ⅱ＞ 

① 自然・環境 

津久井地域は森林と清流と湖に恵まれた広大で豊かな自然を有しており、神奈川

県の水源地域としても重要な役割を担っています。そのため、森林の持つ価値を再

評価し、市民生活や地域文化、経済活動等を支える貴重な財産であると同時に資源

として、水源地域の自然の保全と活用に努めるとともに、市街地やその周辺に残る
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貴重な水辺や緑の保全に取り組み、自然と共存する地域づくりに取り組みます。 
また、限られた資源を大切にする循環型社会の形成を目指すとともに、廃棄物の

適正処理を目的とした、南清掃工場の建替え整備などを進めます。 
 

施  策 主 要 事 業 

自然環境の保全、創

造、活用 

・ 木もれびの森づくり事業 

・ 境川沿い緑地の保全 

・ ほたるの里づくり推進事業 

水源地域の保全 
・ 水源の森林の保全 

・ 合併処理浄化槽の設置促進 

湖環境の向上 ・ 湖の水質改善 

河川環境の向上 

・ 準用河川改修事業（鳩川、八瀬川、姥川） 

・ 都市基盤河川改修事業（道保川） 

・ ビオトープ＊１４の創出 

里山・谷戸環境の保全 ・ 里山・谷戸環境保全推進事業 

環境保全活動の推進 
・ 環境情報システムの活用 

・ 環境パートナーシップの推進 

廃棄物対策の推進 

・ 一般廃棄物処理施設整備の推進（清掃工場、し尿処理施

設、最終処分場、粗大ごみ処理関連施設 など） 

・ ごみの減量化・資源化施策の推進（新たな分別回収品目の

追加、事業系ごみ減量化等の促進 など） 

・ 廃棄物不法投棄防止対策の推進 

 

（３）地域経済を支えるために生活・自然環境と調和し、地域特性を活かした産業

創生をめざす ＜基本目標 Ⅲ＞ 

① 産業 

首都圏近郊にあり、豊かな自然環境を有するという立地特性と、高度な技術力を

活かし、新たな産業の創出や企業誘致等を図るとともに雇用機会の増大を目指しま

す。 
また、地域特性を活かした産業を振興するとともに、市内での生活の核となる商

店街、商業施設等の活性化や農林業の担い手育成、観光、商業との連携により個性

的で多様な産業の振興を図ります。 
 

施  策 主 要 事 業 

活力ある産業の振興 

・ 総合的な産業振興施策の推進（産業振興ビジョン推進事業

など） 

・ 新たな成長産業の創造（産学連携支援事業、広域連携支

援事業、コミュニティビジネス支援事業＊１５、起業家育成事

業など） 

・ 産業支援基盤の整備（インキュベータ＊９の整備） 
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（活力ある産業の振興） 
・ 総合的な物流施策方針の検討 

・ 津久井リサーチ・インテリジェントパークエリア整備事業 

中小企業の育成 
・ 経営安定化と経営革新の支援（中小企業振興資金などの

各種融資の実施など） 

工業の振興 

・ 人材、技術など経営資源の強化支援（共同研究開発支援

事業等） 

・ 企業立地の促進及び工業用地の保全と創出（産業集積促

進事業の推進） 

農林業の振興 

・ 新都市農業推進事業（アグリセンター事業＊１６などの拠点事

業、バイオマス・フロンティア事業＊１７などの促進事業、民間

参入を促進する事業） 

・ 農業経営基盤強化推進事業（認定農業者育成事業、有害

鳥獣対策事業、農産物加工交流施設整備） 

・ 環境保全型農業推進事業 

・ 農林業後継者・担い手確保対策事業 

・ 地場農産物ブランド化促進事業 

商業の活性化 

・ 特色ある商業地の形成（中心商業地・地区中心商業地形成

事業の推進、中心市街地活性化施策の推進） 

・ にぎわいのある商店街づくりの支援（商店街活性化の促進、

空き店舗対策の促進） 

・ 高感度な商業・サービス業の集積（魅力ある個店づくりの支

援、若手経営者の育成、商店街・大型店・ロードサイド店の

連携・共生支援） 

雇用対策の推進と勤労

者福祉の充実 

・ 無料職業紹介事業 

・ 勤労者福祉施策の充実（あじさいメイツの事業支援 など） 

 

② 観光 

津久井地域の四季折々の雄大な景観を育む森林や相模湖、津久井湖、奥相模湖、

宮ヶ瀬湖、城山湖などの自然資源を活かした観光産業の育成を図るとともに、都市

固有の景観やそこで繰り広げられるイベント、体験などの都市型観光を推進します。

さらに観光拠点の連携を強化し、多様な余暇ニーズに応えることができる、やすら

ぎと賑わいのある観光地づくりを進めます。 
 

施  策 主 要 事 業 

観光の振興 

・ 商・工・農業と連携した観光産業の推進 

・ 観光拠点の整備とネットワーク化の推進 

・ 観光振興計画の推進 

・ 観光マイスター＊１８、観光ボランティアの育成・支援 

・ ＩＴを活用した都市型観光情報の受発信 

・ ＦＣ（フィルムコミッション）推進事業＊１９ 

・ 森林ミュージアム推進事業 

自然を活かしたレクリエ

ーションの振興 

・ 水源地域交流の里づくり事業 

・ ふるさとの森整備事業 
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（自然を活かしたレクリ

エーションの振興） 

・ 三井親水公園整備事業 

・ ハイキングコース整備事業 

 

③ 土地利用 

さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備を踏まえた計画的な土地利用を進めると

ともに、中心市街地での高度利用や、新市全体での効率的かつ秩序ある土地利用な

どにより、良好な居住環境の創造と新たな産業立地も進め、特色ある地域の発展を

目指します。 
 

施  策 主 要 事 業 

計画的で秩序ある土地 

利用の推進 

・ 土地区画整理事業（麻溝台･新磯野地区、当麻地区、（仮

称）城山ＩＣ周辺地区、東金原地区） 

・ キャンプ淵野辺留保地の利用計画の検討 

・ インダストリアルフォレスト計画の推進 

特色のある地域づくり ・ 都市再生緊急整備地域（橋本駅周辺地区）の整備促進 

中心市街地の整備 
・ 市街地再開発事業（相模大野駅西側地区、小田急相模原

駅北口地区） 

米軍基地対策の推進 

・ 相模総合補給廠、キャンプ座間、相模原住宅地区の全面

返還の推進 

・ 一部返還、共同使用の推進 

 

（４）心の豊かさを育み、安心して活き活きとした市民生活の実現をめざす   

＜基本目標 Ⅳ＞ 

① 教育・文化 

豊かな人間性を育むために、ライフステージに応じた教育・学習機会の充実、

支援や学習・文化・スポーツ施設の整備、活用を図るとともに、スポーツ・レク

リエーションの振興に努めます。また、伝統的行事の継承や文化財などの保護・

活用に努めるなど、個性ある生涯学習都市を目指します。 
 

施  策 主 要 事 業 

幼児教育の充実及び

多様化 

・ 幼稚園就園の支援 

・ 私立幼稚園預かり保育の支援 

・ 私立幼稚園運営の支援 

・ 少人数指導等支援事業 

・ 外国人英語指導助手派遣事業 

学校教育の充実及び

多様化 

・ 学校の情報化推進事業 

・ 特色ある学校教育の推進（国際教育、情報教育、環境教育

など） 

・ 教育相談の充実（いじめ、不登校 など） 
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学校教育環境の整備 

・ 小中学校施設整備事業 

・ 屋内運動場の整備･改修事業 

・ 学校給食施設設備整備事業 

生涯学習の推進 
・ （仮称）市民・大学交流センター整備事業 

・ （仮称）南生涯学習センター整備事業 

青少年の健全育成 ・ 青少年健全育成環境づくり事業 

スポーツ・レクリエーシ

ョンの振興 

・ 地域スポーツクラブの育成支援 

・ 競技場、スポーツ広場の整備（相模原麻溝公園競技場、横

山スポーツ広場、相模湖林間公園野球場等 など） 

・ 中央総合体育館の整備計画の推進 

・ 武道館の整備検討 

・ 夜間照明設備設置の推進 

文化施設の整備及び

活用 

・ 図書館建設事業 

・ 文化施設等の検討整備 

・ （仮称）南市民ギャラリー整備事業 

・ フォトギャラリーの設置検討 

・ 合唱の里づくり事業 

伝統的行事、文化財の

保護及び活用 

・ 遺跡公園整備事業（田名向原遺跡、勝坂遺跡、川尻石器

時代遺跡） 

・ 小原宿本陣整備事業 

・ 遺跡保存事業（津久井城遺跡、寸沢嵐遺跡 など） 

・ エコミュージアム推進事業 

国際交流の推進 
・ 国際交流推進事業 

・ 中学生海外派遣事業 

男女共同参画の推進 
・ 男女共同参画推進センター運営事業 

・ ドメスティック・バイオレンス防止対策事業 

地域住民の連帯強化、

地域振興 
・ 合併市町村振興基金の積立 

 

② 保健・医療・福祉 

家庭を取り巻く環境が大きく変化している中、市民誰もが安心して幸せな生活を

おくることができるよう、健康づくりや健やかな子育て環境づくりに努めるととも

に、高齢者や障害者の生活支援と社会参加に対して、生きがいと思いやりを持って

助け合う地域社会の形成に取り組みます。 
 

施  策 主 要 事 業 

医療体制の充実 
・ 医療費適正化対策の推進 

・ 小児医療費助成事業 

子育て環境づくりの充

実 

・ こどもセンター建設事業 

・ 児童クラブ整備事業 

・ 待機児童の解消（保育所の施設整備） 

・ 認可外保育施設支援事業 

・ 児童虐待予防・防止体制の整備 

・ 母子家庭等自立・生活支援事業 
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高齢者福祉の充実 

・ ふれあいセンター整備事業 

・ 地域包括支援センター運営事業 

・ 特別養護老人ホーム、老人保健施設等の整備促進 

・ 高齢者大学運営事業 

障害者福祉の充実 

・ 相談・支援体制の充実 

・ 地域生活・自立生活支援施策の充実 

・ 障害福祉施設、地域作業所等への支援 

地域福祉の充実 

・ 地域福祉推進事業 

・ （仮称）北地区保健福祉センターの整備 

・ ボランティア活動促進事業 

援護を要する人の福祉

の充実 
・ 要援護者への自立支援事業 

保健・衛生の充実 

・ 健康づくりの充実（市民健康づくり運動推進事業、健康増進

事業） 

・ （仮称）北地区保健福祉センターの整備（再掲） 

 

③ 安全・安心 

市街地から山間部に至るまでの災害等に対する基盤整備や、消防、救急救助体制

など、ハード、ソフト両面の防災対策を推進し、市民の生命と財産を守ります。ま

た、公害防止対策や地域社会の変容に伴う防犯対策などを進め、市民が安心して生

活できるまちづくりを目指します。 
 

施  策 主 要 事 業 

防災対策の推進 

・ 防災行政用同報無線整備事業 

・ デジタル地域防災無線の整備事業 

・ 既存建築物総合防災対策推進事業 

・ 防災備蓄倉庫・資機材整備事業 

・ 飲料水兼用貯水槽設置事業 

・ 非常用発電設備整備事業 

・ 防災工事（底沢線、阿津増原線） 

治山・治水対策の推進 

・ 準用河川改修事業（鳩川、八瀬川、姥川） 

・ 都市基盤河川改修事業（1 級河川鳩川、道保川） 

・ 公共下水道（雨水）の整備 

消防体制の整備推進 

・ 消防庁舎建設事業 

・ １１９番受信・指令システム整備事業 

・ デジタル消防・救急無線の整備事業 

・ 消防車両購入事業 

・ 消防水利整備事業 

・ 救急高度化推進事業 

防犯対策、交通安全対

策の推進 

・ 安全・安心まちづくり情報の提供事業 

・ 地域防犯活動支援事業(地域防犯リーダーの育成 など) 

安全な消費生活の確

立 

・ 消費生活センターの整備事業 

・ 消費生活相談事業 
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第８章 公共施設統合整備の基本的な考え方 

 
公共施設の統合整備については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう利便性など

にも十分配慮し、地域全体のバランスや地域の特性、さらには財政状況を考慮しながら

検討し、整備を進めていくことを基本とします。 
 
なお、合併に伴い、旧役場庁舎は総合的な事務所として活用し、適切な職員配置や電

算処理システムのネットワーク化など、必要な機能の整備を図ることで、住民サービス

の低下を招かないように十分配慮するものとします。 
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第９章 新市における県事業の推進 

 

１ 神奈川県の役割 

 神奈川県は、城山町の区域が合併に伴い中核市となることによる事務移管が円滑に行わ

れるよう協力するとともに、必要に応じて財政的・人的支援を行います。 
また、新市のまちづくりが着実に進むよう、新市の円滑な運営と均衡ある発展に資す

る県事業の着実な実施を図るとともに、必要に応じて財政的な支援措置を講じます。 
 

２ 県事業の推進 

新市の地域は、神奈川県の総合計画「神奈川力構想･プロジェクト 51」における「環
境共生生活都市圏」に位置し、神奈川県における東西交流・南北交流の結節地域として、

みどりの中で産業と調和する生活都市をめざし、広域的な交通機能の整備を踏まえた生

活環境や生産環境の整備を進めることとなっています。 
神奈川県は、このような広域的な交通機能の整備という視点を持ちつつ、新市の均衡

ある発展のために、さがみ縦貫道路の整備促進及び津久井広域道路の早期整備に取り組

みます。 
また、この地域の豊かな自然が有する機能や魅力を生かし、環境への負荷を軽減する

まちづくりや、人や自然にやさしい水辺づくり、都市公園の整備などを進めます。 
そして、県民の共通の財産である水源地域の豊かな自然環境を次世代へ継承し、多様

な生物を育む良好な自然環境の保全と良質で安定的な水資源を確保するため、県民と行

政が一体となって、環境に対する負荷の軽減を図り、水源地域の森林を守り育てていく

とともに、水質保全対策など良好な水環境の創造に取り組みます。 
さらに、都市住民の連携と協力を図りながら、水源環境保全に関わりの深い水源地域

に住んでいる人々が生き生きと豊かに暮らせる地域づくりを進めます。 
  

３ 新市の地域における県事業 

＜多様な交流を支える道路網や公共交通網の整備＞ 
○ 交流連携を支えるさがみ縦貫道路などの道路網の整備 
・ 津久井広域道路の整備 
・ さがみ縦貫道路の整備促進 
・ 広域交流幹線道路網の整備（国道 412号、国道 413号） 
・ 橋りょうの架替（県道 510号（長竹川尻）御堂橋） 
・ インターチェンジ接続道路の整備（津久井広域道路、県道 52号（相模原町田）） 
○ 地域の交通ネットワーク形成の推進 
○ JR相模線複線化の促進 
・ 相模線複線化に向けた取組みの推進 
・ 相模線沿線地域活性化の促進 
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○ リニア中央新幹線の建設促進と駅誘致 
○ 公共交通整備の促進（乗合バス路線維持） 

 
＜水源環境保全対策の推進＞ 
○ 生活排水処理施設整備の促進 
○ ダム貯水池の水質浄化対策の推進 
○ ダム貯水池対策（ダム貯水池の堆砂対策） 
○ 水源の森林づくりの推進 

 
＜地域に根ざした新しい産業の創出と振興＞ 
○ 新規成長分野の産業振興支援 
○ まちのにぎわいを創出する商業の振興 
○ 地域資源を活用した観光魅力づくり 
○ 地産地消による農林業の振興 
○ 都市住民との交流による耕作放棄地の有効活用 

 
＜既存産業の活性化と集積促進＞ 
○ 中小企業の経営革新への支援 
○ 工場跡地などへの企業誘致の促進 

 
＜みどり豊かな自然の活用＞ 
○ 県立自然公園などの整備と活用 
・ 陣馬相模湖自然公園 
・ 丹沢大山国定公園の整備 
○ 水源地域交流の里づくり 
・ 地域資源を活用した各種交流イベントの実施 

 
＜都市公園など観光拠点づくり＞ 
○ 魅力ある都市公園などの整備 
・ 津久井湖城山公園 
○ 都市住民との交流による里山づくりの推進 
・ 小松・城北地区などへの支援 

 
＜安心して快適にくらせるまちづくり＞ 
○ 身近な犯罪に対する防犯活動の推進 
○ 安全で円滑な交通環境の確立 
・ 日常生活を支える道路網の整備（（都）相模原二ツ塚線） 
・ 交差点改良や歩道整備等（県道 46 号（相模原茅ヶ崎）、県道 48 号（鍛冶谷相模
原）、県道 63号（相模原大磯）、県道 510号（長竹川尻）荒句橋、県道 513号（鳥
屋川尻）三井大橋） 
・ 橋りょうの補修、防災対策の推進（県道 511号（太井上依知）） 
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＜自然災害に強い治山治水対策などの推進＞ 
○ 河川・土砂災害防止施設などの整備 
○ 治山事業の推進 
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第１０章 財政計画 

 
新市の財政計画は、施策の計画的な実施と限られた財源の効率的な運用を図るために作

成したものです。 
作成にあたっては、合併による経費の削減効果や国からの財政支援措置などを考慮して

います。 
また、国と地方の税財政を見直す、いわゆる「三位一体の改革」による影響についても、

現時点で想定できる税源移譲等を考慮しています。 
 

１ 基礎となる数値と考え方 

○ 基本的に各市町の平成 16 年度一般会計の決算額を使用し、過去の決算額の推移を

基に歳入、歳出を見込むこととします。 
○ 新市の人口推計を基に、税収などを見込むこととします。 

 

２ 積算の方法（条件設定） 

（１）歳 入 

① 市税 

○ 個人市民税：将来の生産年齢人口（15～64 歳人口）の増減により推計します。 

○ 法人市民税：実績の増減率により推計します。 
○ 固定資産税：実績の増減率により推計します。 
○ 事 業 所 税：実績の増減率により推計します。 
○ 都市計画税：実績の増減率により推計します。 
○ 軽自動車税：人口の増減により推計します。 
○ 市たばこ税：実績の増減率により推計します。 
上記のほか、税源移譲等による市税の増について見込みます。 

② 地方譲与税・交付金＊２０

将来人口の増減や実績の増減率により推計します。 

③ 地方交付税＊４

○ 普通交付税は、平成 16 年度の実績値を 5.9％減額（地方財政対策＊２１を反映）

し、その額が継続するものと仮定します。また、合併補正＊２２（４ヵ年で 1.52 億

円）を加算するとともに、合併特例債＊２３償還金相当額の 70％を見込み、合併算

定替＊２４を適用し推計します。 
○ 特別交付税＊４は、平成 12 年度から 16 年度までの数値のうち最も少ない額を

5.9％減額（地方財政対策を反映）し、その額が継続するものと仮定します。また、

合併財政需要に係る措置（２ヵ年で 2.8 億円）を見込みます。 
○ 臨時財政対策債＊２５の元利償還金相当額が、普通交付税として交付されるものと
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して見込みます。 

④ 国・県支出金＊２６

扶助費＊２７に対する支出金は、扶助費推計値に連動させて推計します。投資的経 
費＊２８に対する支出金については、歳出の投資的経費に見合った額とします。 
また、国庫補助負担金の一般財源化分について見込みます。 

⑤ 市債＊２９

  投資的経費の財源として見込みます。 

⑥ その他 

繰入金、繰越金のほか、旧津久井郡広域行政組合が行っていた事業に関わる歳入

や中核市移行等に伴う歳入、事務事業の一元化に伴う財政への影響額を見込みます。 
 

（２）歳 出 

① 人件費 

首長などの特別職は、平成 16 年度実績値で推計します。 

議員報酬は 16 年度実績値を用い、市町村の合併の特例等に関する法律の規定によ

る定数特例を適用するものとして推計します。 
一般職の人件費については、旧津久井郡広域行政組合の人件費分を加算し、合併

後４年間は前年度職員数の１％を減少させることとして推計します。 

② 扶助費 

全国の増加率により推計します。 

③ 公債費＊３０

地方債の償還計画を基に推計します。 

④ 物件費＊３１

微増で推移すると見込みます。 

⑤ 補助費等＊３２

実績の増減率により推計します。 

⑥ 投資的経費 

本計画に位置づけた主要事業、及びその他必要な普通建設事業について見込みま

す。 

⑦ その他 

  維持補修費や積立金のほか、旧津久井郡広域行政組合が行っていた事業に関わる

歳出や、中核市移行等に伴う歳出、事務事業の一元化に伴う財政への影響額を見込

みます。 
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３ 財政計画 

 
【歳 入】  （単位：百万円） 

 市 税 
地方譲与

税・交付金 
地方交付税 国・県支出金 市 債 その他 歳入合計  

平成19年度 111,000 12,453 3,216 25,357 19,346 21,765 193,137 

平成20年度 110,660 11,689 3,260 24,656 17,534 20,472 188,271 

平成21年度 110,278 10,944 3,271 24,692 17,490 19,862 186,537 

平成22年度 109,960 10,963 3,331 24,396 15,189 18,690 182,529 

平成23年度 109,812 10,998 3,356 24,511 15,959 17,713 182,349 

平成24年度 109,614 11,034 3,424 25,079 15,737 18,689 183,577 

平成25年度 109,153 11,069 3,495 25,049 16,369 18,967 184,102 

平成26年度 108,712 11,105 3,568 25,339 16,763 19,706 185,193 

平成27年度 108,260 11,140 3,637 25,132 16,616 20,711 185,496 

 

【歳 出】 
 

（単位：百万円）

 人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他 歳出合計

平成19年度 42,864 30,342 19,539 25,034 7,921 28,117 39,320 193,137

平成20年度 42,735 31,192 19,856 25,059 7,979 23,223 38,227 188,271

平成21年度 42,790 31,956 20,998 25,084 8,030 22,297 35,382 186,537

平成22年度 42,510 32,627 20,406 25,109 8,074 20,290 33,513 182,529

平成23年度 42,152 33,198 21,126 25,134 8,111 20,572 32,056 182,349

平成24年度 42,198 33,663 21,646 25,160 8,141 20,474 32,295 183,577

平成25年度 42,175 34,016 21,899 25,185 8,163 20,119 32,545 184,102

平成26年度 42,701 34,255 21,553 25,210 8,178 20,494 32,802 185,193

平成27年度 42,839 34,374 20,795 25,235 8,186 20,998 33,069 185,496
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用 語 解 説 

 

＊１ 中核市 ［Ｐ1、5、32、36］ 

   人口や市域の規模、能力が比較的大きい都市について、その事務権限を強化し、でき

る限り住民の身近で行政を行うことができるようにするもの。中核市になると、保健所

事務などを処理することができ、都市計画や環境保全行政に関する事務の権限が広がる。 

＊２ 都市内分権 ［Ｐ1、17、18、23］ 

   身近な地域ごとに一定の権限等を配分し、地域固有の課題への対応やまちづくりなど

に市民が主体的に関わることができる仕組み。 

＊３ 三位一体改革 ［Ｐ1、35］ 

国と地方の税財政制度についての改革で、「国庫補助負担金の廃止・縮減」、「地方交付

税の見直し」、「国から地方への税源移譲」の３つを同時に行うことにより、地方が自ら

の権限、責任、財源のもとで必要なサービスを選択し提供する、分権型社会を実現する

ことを目指すもの。 

＊４ 地方交付税、普通交付税、特別交付税 ［Ｐ1、35、37］ 

地方交付税とは、地方公共団体の財政の不均衡を調整し、どの地方公共団体において

も住民が標準的な行政サービスを受けられるよう、国が徴収した税（所得税、法人税、

酒税、消費税など）を一定の割合で県や市町村に配分するもの。地方交付税には、必要

な経費を積み上げた『基準財政需要額』が、標準的に見込める税収入を積み上げた『基

準財政収入額』を上回る地方公共団体に交付される普通交付税と、突発的な災害などを

考慮して、普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対して交付される特別交付税が

ある。 

＊５ 人件費 ［Ｐ1、36、37］ 

   議員の報酬や職員の給料、期末・勤勉手当、退職金などのこと。 

＊６ 保安林 ［Ｐ9］ 

   水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成などのために、

国や県が指定する森林のこと。指定されると、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制

される。 

＊７ コーホート要因法 ［Ｐ15］ 

ある年の男女別、及び年齢別の人口を基準にして、それに出生率や移動率、生存率な

どの仮定値をあてはめて将来人口を計算する方法。 

＊８ ＴＤＭ（交通需要マネジメント） ［Ｐ19、24］ 

自動車の効率利用や公共交通への利用転換など、交通行動の変更を促して、発生集中

する交通量の平準化など、交通需要の調整を行うこと。 

＊９ インキュベーション／インキュベータ ［Ｐ20、26］ 

   起業した企業や新規産業の企業などを育てる仕組みや支援制度のことで、公的機関な
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どが経営ノウハウや事業・研究スペース、資金などを提供することにより、新たな産業

創設の場と機会を与えていくもの。 

＊10 ユニバーサルなまちづくり ［Ｐ20］ 

   年齢や性別などを問わず、全ての人が魅力的で住みやすい、生き生きと心豊かに暮ら

せるまちづくりをめざすもの。 

＊11 インフラ ［Ｐ21］ 

   インフラストラクチャーの略で、基礎、土台という意味であるが、一般的には社会的

生活基盤のことをいう。具体的には、道路や公園などの生活関連施設などのこと。 

＊12 エコミュージアム ［Ｐ21、29］ 

   自然環境や歴史文化遺産などの地域資源を保存・復元・活用するとともに、次世代に

継承することで地域への愛着心を育て、また地域同士の交流や連帯感を深めることでよ

り良いまちづくりをしていこうとするもの。 

＊13 パートナーシップ ［Ｐ23］ 

   市民、地域団体、ＮＰＯ、大学、行政など、まちづくりの様々な担い手が、それぞれ

の特徴を活かして役割分担をしながら協力、連携すること。 

＊14 ビオトープ ［Ｐ26］ 

   植物、小動物、昆虫、鳥、魚など多様な野生生物が生息、生育する空間であり、その

状態を保持・管理している場所。 

＊15 コミュニティビジネス支援事業 ［Ｐ26］ 

   コミュニティビジネスとは、市民が主体となり、地域の住民が抱える課題やニーズを

素材として、有償サービス方式で事業を展開し、地域産業の振興やコミュニティの再生

など、地域の活性化に寄与する事業。 

＊16 アグリセンター事業 ［Ｐ27］ 

   地域の農産物を「見て、触って、感じて、つくって、味わう」拠点として、地場農産

物の直売機能・ＰＲ機能、スローフード提供機能、農産物加工体験機能、農業体験・研

修機能、農作物栽培相談機能などを有する総合的な施設整備事業。 

＊17 バイオマス・フロンティア事業 ［Ｐ27］ 

   バイオマスとは、家畜の排せつ物や生ゴミなど、動植物から生まれた再生可能な有機

性資源のことをいうが、これらの資源を再利用、再活用することによって、「資源循環型

農業の実現」を目指す事業。 

＊18 観光マイスター ［Ｐ27］ 

   都市型観光の楽しみ方や遊び方を市民や来訪者に伝え、教えることができる指導者な

どのこと。 

 

＊19 ＦＣ（フィルムコミッション）推進事業 ［Ｐ27］ 

   映画、テレビ番組及びＣＭ等の映像制作のロケーション撮影を誘致し、実際のロケを
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スムーズにすすめるため、映像制作者と関係機関との調整を行うほか、エキストラの手

配、各種の許認可申請を支援し、映像制作者をサポートする事業。 

＊20 地方譲与税・交付金 ［Ｐ35、37］ 

   国や県が徴収した税の一部から市町村に配分されるもので、地方譲与税としては所得

譲与税や自動車重量譲与税など、交付金としては利子割交付金や地方消費税交付金など

がある。 

＊21 地方財政対策 ［Ｐ35］ 

   毎年度の国の予算編成に合わせて、地方財政全体の歳入歳出の均衡を図るためにとら

れる地方財源の確保対策のこと。 

＊22 合併補正 ［Ｐ35］ 

   合併直後の行政水準、住民負担水準の格差是正など、行政の一体化のために必要な臨

時的経費のこと。普通交付税を算定する際に基準財政需要額に算入される。 

＊23 合併特例債 ［Ｐ35］ 

   合併後の新市が新市建設計画に基づいて行う一定の事業に要する経費や、地域振興の

ための基金の積立に要する経費について、合併年度及びこれに続く 10 年度に限り地方債

（合併特例債）を財源とすることができる。合併特例債は、事業費の 95％に充当するこ

とができ、元利償還金の 70％が普通交付税の基準財政需要額に算入される。 

＊24 合併算定替 ［Ｐ35］ 

合併するとスケールメリットにより行政費用が割安になるため、交付される普通交付

税の額は少なくなるが、合併前の市や町が存続するものとして、別々に計算した普通交

付税の額を合計して合併後の一定期間について交付する特例措置。 

＊25 臨時財政対策債 ［Ｐ35］ 

   平成 13 年度の地方財政対策において、地方財源の不足に対処するため平成 15 年度ま

での間、各市町村において発行することとされた地方債で、元利償還金は後年度の基準

財政需要額に算入される。平成 16 年度から 18 年度まで制度が継続されている。 

＊26 国・県支出金 ［Ｐ36、37］ 

   特定の仕事に対して、国･県から交付される資金のことで、生活保護費や児童手当など

の負担金、道路や学校建設のための補助金などがある。 

＊27 扶助費 ［Ｐ36、37］ 

   生活保護費や児童手当、児童扶養手当など法令に基づいて支給される費用のほか、市

町村が独自で行っている福祉関係の施策に基づき支給される費用のこと。 

＊28 投資的経費 ［Ｐ36、37］ 

   主に、道路や学校、庁舎などの施設の建設、整備に必要となる経費のこと。 
 

＊29 市債 ［Ｐ36、37］ 

   道路整備や学校建設など、一時的に多額の費用がかかる事業を実施するために、借り
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入れる資金のこと。 

＊30 公債費 ［Ｐ36、37］ 

特定の事業や財源不足の補てんのために借りた市債などの返済金のこと。 

＊31 物件費 ［Ｐ36、37］ 

   委託料、役務費（通信運搬費、手数料など）、賃金、旅費、消耗品費などの消費的な経

費のこと。 

＊32 補助費等 ［Ｐ36、37］ 

   各種団体や個人に対する補助金、交付金のほか寄付金や保険料のこと 
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